
注意事項1： 駐車場契約者を対象に証明書を発行します。
また、契約駐車場以外の証明は、できません。

注意事項2： 上記の項目を漏れなく記入して下さい。

注意事項3： 車両の新規購入等で契約車両が変更になった場合は、速やかに新しい車種名
及び登録番号等を「車両変更・短期間使用届」にて届け出て下さい。

車庫証明書発行願い

鳶尾３－２－ －

鳶尾第一住宅管理組合　理事長　殿
届出日 年 月 日

住　所

氏　名 印

電　話 － －

証
明
の
内
容

－

証明書提出先

日

コ
メ
ン
ト

月 日年 月

理事長 駐車場理事 事務局長 窓口担当

月 日 年 月年 年

駐車場運営細則様式第4

日

管理組合　記入欄　1

受付日： 年 月 日

厚木警察署

注意事項 : 駐車場契約者及び契約駐車場以外での証明書発行はできません。

厚木市鳶尾3-2- －

※1： この車庫証明書を厚木警察署へ提出される方が本人の場合は、「駐車場使用者本人」欄に
レ点を、車のディーラー等の方が提出される場合は「自動車販売店担当者等」欄にレ点を
付けて下さい。

使用者

郵便番号

住所

私は、駐車場運営細則第9条にもとづき「自動車保管場所使用承諾証明書」の発行をお願いします。

駐車場所 －

厚木市鳶尾3丁目１番地の３保管場所の位置

証明書提出者別の記入
※1　（どちらかにレ点） □ 駐車場使用者本人 □ 自動車販売店担当者等


